
がん診療連携拠点病院制度                    

都道府県 

厚生労働省 
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力
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（独）国立がん研究センター 
       がん対策情報センター 

地域の医療機関等（病院、診療所（例：在宅療
養支援診療所）、かかりつけ医など） 

＜拠点病院の役割＞ 

相談
支援 

研修 

●専門的ながん医療の提供等 
 （手術、放射線療法及び化学療法を効果的に組み合わせ   
  た集学的治療の実施や治療の初期段階からの緩和ケア 
  の実施等） 
●地域のがん診療の連携協力体制の構築 
 （研修や診療支援、患者の受入・紹介等） 
●がん患者に対する相談支援及び情報提供 

都道府県がん診療連携拠点病院 
相談支援センター 
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【都道府県がん診療連携協議会の設置】 
 ・セカンドオピニオンを行う医療機関の一覧作成・広報 
 ・地域連携クリティカルパスの一覧作成・共有 
 ・各種研修計画の作成 等 

患者の 
受入・紹介 

※ 医師、看護師、薬剤師等 
  によるチーム医療の提供 

４７都道府県（３９７カ所）H２４年４月１日現在 
 ・都道府県がん診療連携拠点病院： ５１病院 
 ・地域がん診療連携拠点病院  ：３４４病院 
 ・国立がん研究センター中央病院及び東病院 

情報
提供 
 

相談
支援 情報

提供 
 

患者の 
受入・紹介 

診療 
支援 


	スライド番号 1

